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税理士が語る、経営者が知るべき経理・総務のツボ（第11回）

テレワーク初期費用と経費は補助金で

2017.02.28

政府では現在、「地方創生」をスローガンとして掲げており、“東京一極集中”の是正は、重要なテーマとなっています。実
現するためには、都会から地方への人の流れを生み出し、地方が一層活気づくための有効な施策が必要となります。

施策として注目されているのが、時間や場所の制約を受けない「テレワーク」の活用です。テレワークの活用を促すために、
国および地方自治体が、さまざまな補助事業や助成事業を行っています。今回は、テレワークを導入する際に補助を受け
ることができる有意義な制度を紹介します。

「ふるさとテレワーク」採択なら4000万円までの補助金が

テレワークの補助事業で注目したいのは、総務省が実施する「ふるさとテレワーク推進事業」です。地方でも都会と同様に
働ける環境を実現するテレワークを「ふるさとテレワーク」と位置づけ、その普及を推進している事業です。

平成27年度に全国15地域で先行的に「ふるさとテレワーク」の実証が行われ、その実証結果を踏まえて、平成28年度から
補助事業が開始されました。本制度では、公募により採択された対象事業における一定の経費について補助が受けられま
す。平成29年度予算案でも補助事業の予算として6億3000万円が計上されています。

ふるさとテレワークに採択されることによる最も大きなメリットは、テレワーク拠点を整備するための初期投資や経費負担とい
った支出に対し、補助金が交付される点です。

補助金の交付は定額方式（上限4,000万円）です。補助対象となる費用としては、（1）テレワーク拠点の整備に直接必要と
なる初期費用（イニシャルコスト）（2）パソコンなどの機器、LAN、ウイルス対策ソフトウエア、業務用ソフトウエア、オフィス什
器などの購入費用（3）上記の機器、備品などにかかるリース料やレンタル費用（4）補助事業の実施に直接従事する事業担
当者の人件費などが挙げられます。

どのような事業が採択されているか？… 続きを読む
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